


















 

68 

3-2-4 施工計画/調達計画 

3-2-4-1 施工/調達方針 

本計画は、我が国の無償資金協力制度の枠組みに従って実施される。従って、本計画は我が国政府により事

業実施の承認がなされ、両国政府による交換公文（E/N）が取り交わされた後に実施に移る。以下に本計画を実

施に移す場合の基本事項及び特に配慮を要する点を示す。 

 

(1) 事業実施主体 

「ソ」国側の本計画実施の責任・監督機関は、電力、鉱物を主とする公共事業の政策決定官庁である鉱山エ

ネルギー省（DME）である。また本計画の据付工事完了後は、同省の監督下にあるソロモン諸島電力公社（SIEA）

が当該資機材の運転・維持管理を担当する。従って、DME及びSIEAは、我が国の無償資金協力制度の枠組みに

従って「ソ」国側によって選定された我が国のコンサルタント及び請負業者と密接な連絡並びに協議を行い、

本計画の実施を円滑に進めるため、本計画を担当する責任者を選任する必要がある。 

上述の責任者は、ルンガ発電所の職員及びホニアラ市の住民に、本計画の内容を十分に説明・理解させ、本

計画の実施に対し協力が得られるように指導する必要がある。 

 

(2) コンサルタント 

本計画の機材調達・据付工事を実施するため、我が国のコンサルタントが「ソ」国政府と設計監理契約を締

結し、本計画に係る実施設計と施工監理業務を実施する。また、コンサルタントは入札図書を作成すると共に、

事業実施主体に対し、入札資格審査と入札実施業務を代行する。 

 

(3) 請負業者 

我が国の無償資金協力の枠組みに従って、公開入札により「ソ」国側により選定された日本国法人の請負業

者が、本計画の資機材の調達及び据付工事を実施する。 

請負業者は本計画の完成後も、引き続きスペアーパーツの供給、故障時の対応等のアフターケアーが必要と

考えられるため、請負業者は当該設備の引き渡し後の連絡調整についても十分配慮する必要がある。 

 

(4) 技術者派遣の必要性 

本計画の発電所建設工事は、運転中の既設発電所内で発電設備の据付を実施する工事であり、基礎、建屋等

の既設施設との取合調整並びに制御システム等の既設設備との連携・調整等を行う必要がある。また、変電所

建設と送電線敷設工事も一般市民の多い住宅地域あるいは交通の多い国道沿いの工事となる。そのため、工程

管理、品質及び安全の確保のため、工事を一貫して管理・指導できる現場主任の派遣が不可欠である。 

土木基礎工事については、「ソ」国に大型の発電設備工事に関する十分な技術を保有している技能工が少な

く、品質、工程管理のための請負業者からの日本人技術者の派遣が必要である。さらに、当該発電設備と変電

設備の据付工事には、設備の機能・構成に関して幅広い知識と熟練した技術が必要である。従って、当該設備

の据付期間及び試運転・調整時にそれぞれの専門家を、設備製造会社から派遣する必要がある。 
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3-2-4-2 施工/調達上の留意事項 

(1) 「ソ」国の建設事情 

1)  現地業者の活用と技術者の派遣 

ホニアラ市に存在する総合建設業者は１社のみであり、大型工事が開始されるとその都度、フィージー等

から技術者・労務者を募っている。従って、現地業者の能力は高いと言えず、労務提供を中心に活用を図る。 

本計画の発電設備据付工事、及び送変電設備建設は、土木・建築・機械・電気の複合工事であり、施工計

画立案、工程管理、品質管理及び試運転調整のためには我が国から技術者、技能工を派遣し、現地業者を管

理する必要がある。 

 

2)  建設機械の調達 

建設機械についてもホニアラ市での調達は不可能であり、エンジン（約60トン）の内陸輸送用として、油

圧式低床トレーラーをオーストラリア等の第三国から調達する必要がある。 

 

(2) 施工計画上の留意点 

1)  発電設備の据付 

発電設備等建設用の資機材はホニアラ港に荷揚げされるが、前述〔2-2-1(1)参照〕したように本港湾には

発電設備（約60トン）を荷揚げする設備がない。従って、資機材の荷おろしについては大型クレーンを設備

した貨物船又はバージ船の利用を考慮する必要がある。 

また、「ソ」国には大型の移動式クレーンが無いので、油圧ジャッキとコロを利用して発電設備を基礎上

に設置する等の施工計画を立案する必要がある。 

なお、本計画用発電設備は、現在稼働中の発電設備（9 号機）横に設置されるため、十分な安全対策と作

業中の保護対策を立案する必要がある。 

ルンガ発電所の進入路はアスファルト舗装であるが、一部が破損している。従って、「ソ」国側は我が国

側の工事に支障が無いように、既設道路の補強工事等を現地工事が開始されるまでに完了させる必要がある。 

なお、既設ルンガ発電所内の11及び33kV高圧盤は、既設の盤と列盤で設置され、盤内の主母線を既設と

接続し、かつ、インターロック等の安全性を十分確認する必要がある。このため、接続及び試験時には、既

設母線の停電が必要となるため、SIEAと十分協議を行い、作業工程を策定する必要がある。 

 

2)  送配電設備の据付 

変電所建設地は、住民居住区と近く、工事中の住民への安全確保等には十分留意する必要がある。本計画

では、仮設資機材置場が当該機材設置場所と同一箇所となるため、地域住民の事故防止柵を兼ねた門扉及び

外塀を仮設工事の一部として我が国側で実施する。 

また、送電線敷設ルートには、第二次大戦中の不発弾や遺物が埋設されている可能性があり、掘削工事に

当たっては十分に留意する。不発弾に対しては、先方実施負担として、我が国側工事開始前に不発弾探査を

行い、埋設位置が特定された場合には、「ソ」国側によって安全に撤去されるように計画する。 
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3-2-4-3 施工区分/調達・据付区分 

我が国と「ソ」国側の施工負担区分は表3.2-15に示すとおりである。 

本計画で調達が計画されている発電設備用の予備品・維持管理用道工具の保管場所は、既設発電所内の資材

保管場所を使用する。また、変電設備用の予備品・維持管理用道工具は、SIEAの本部事務所内の倉庫とする。 

表3.2-15「ソ」国側の施工負担区分 

施 工 負 担 区 分 我が国側 「ソ」国側 備   考 

1. 共通事項    

(1) 仮設工事用地の確保と請負業者への無償貸与  実 施 事務所、資機材置場、各種

加工場を含む 

(2) 工事用の水、電力、電話工事 建設用地内の施工 建設用地.境界までの

施工 

工事中料金の負担は我が

国側 

(3) 建設用地の整地  実 施  

(4) アクセス道路の建設  実 施  

(5) 建設許可の取得  実 施  

2. 

2.1 

ルンガ発電所増設 

発電設備据付工事 

   

(1) ディーゼルエンジン発電機（4.2MW×1台） 調達及び据付   

(2) 同上用機械、電気設備 調達及び据付  所内変圧器を含む 

(3) 11kV屋内型配電盤 調達及び据付   

(4) 燃料タンク（300m3） 調達及び据付   

(5) 所内ケーブル、接地設備 調達及び据付   

(6) 本計画に関連する予備品・保守点検用道工具 調 達 保 管  

(7) 実習教育（OJT） 実 施 受 講  

(8) 発電設備試験用の燃料、潤滑油 調 達  無負荷運転時のみ 

(9) 発電設備試験用の圧縮空気、水、補機用動力 調 達   

(10) 既設電気設備との接続工事のための停電  実 施 住民への説明を含む 

(11) 試験用負荷の手配  実 施  

2.2  土木建築工事    

(1) 既設構造物の撤去また移設  実 施 

 

10 号機用基礎、燃料タン

ク周辺のフェンスと 11kV

配電線等 

(2) 発電建屋と電気室の増設（設備用基礎を含む） 実 施   

(3) 燃料タンク基礎 実 施   

3 

3.1 

ホニアラ送配電網整備 

変電所建設工事（ホニアライースト、ラナディ、

ホワイトリバー変電所） 

   

(1) 既設33kV地中ケーブルの修復  実 施  

(2) 11kV及び33kV屋外型高圧盤（変電所用） 調達及び据付   

(3) 33kV屋内型高圧盤（ルンガ発電所用） 調達及び据付   

(4) 33/11kV配電用変圧器 調達及び据付   

(5) 所内変圧器 調達及び据付   

(6) 低圧配電盤 調達及び据付   

(7) 所内ケーブル、接地設備 調達及び据付   

(8) 屋外保安照明設備 調達及び据付   

(9) 33kV系統接続用ケーブル 調達及び据付 既設送電線との 終接  
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続工事の実施 

(10) 11kV系統接続用ケーブル、避雷器、断路器 調 達 据 付  

(11) 低圧系統接続ケーブル  調達及び据付  

(12) 実習教育（OJT） 実 施 受 講  

(13) 既設保護継電器の再設定  実 施  

(14) 既設電気設備との接続工事のための停電  実 施 住民への説明を含む 

(15) 試験用負荷  確 保  

3.2 ホニアラ開閉設備建設工事    

(1) 33kV屋外型配電盤 調達及び据付   

(2) 所内ケーブル、接地設備 調達及び据付   

(3) 33kV系統接続用ケーブル 調達及び据付 既設送電線との 終接

続工事の実施 

 

(4) 実習教育（OJT） 実 施 受 講  

(5) 既設電気設備との接続工事のための停電  実 施 住民への説明を含む 

(6) 試験用負荷  確 保  

3.3  変電所・開閉設備用の土木建築工事    

(1) 既設構造物の撤去また移設  実 施 11kV配電線、樹木等 

(2) 地中埋設物の撤去  実 施 不発弾を含む 

(3) 変電設備基礎 実 施   

(4) フェンス工事 実 施  ホニアラ開閉設備は除く

(5) 変電所建屋（ホワイトリバー変電所のみ） 実 施   

3.4  33kV地中送電線敷設工事    

(1) 既設構造物の撤去又は移設  実 施 11kV配電線、樹木等 

(2) 地中埋設物の撤去  実 施 不発弾の探査・撤去を含む

(3) 33kV地中ケーブルの敷設 調達及び据付   

(4) 工事中の道路通行規制と住民への説明  実 施  

3.5  保守用道工具    

(1) 本計画に関連する予備品・保守点検用道工具 調 達 保 管  

(2) 本計画に関連する保守用車両 調 達 保 管  

 

3-2-4-4 施工監理計画/調達監理計画 

我が国の無償資金協力制度に基づき、コンサルタントは基本設計の主旨を踏まえ、プロジェクトチームを編

成した上、円滑な業務実施を図る。コンサルタントは工事施工期間中、現地に 低限一人の技術者を常駐させ、

工程監理、品質管理、安全管理を実施する。また、設備の据付、試運転・調整、引渡試験等の工事進捗に併せ

て他の専門技術者を派遣し、請負業者が実施するそれら工事の監理を行う。 

さらに、必要に応じて、国内及び第三国で製作される資機材の工場立会検査及び出荷前検査に国内の専門家

が参画し、資機材の現地搬入後のトラブル発生を未然に防ぐように監理を行う。 

 

(1) 施工監理の基本方針 

コンサルタントは、本工事が所定の工期内に完成するよう工事の進捗を監理し、契約書に示された品質を確

保すると共に工事が安全に実施されるように、請負業者を監理・指導することを基本方針とする。 

以下に主要な施工監理上の留意点を示す。 
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1) 工程監理 

請負業者が契約時に計画した工程と、その進捗状況との比較を以下の項目毎に月及び週毎に行い、遅れが

出ると判断される場合は、請負業者に警告を出すと共に、その対策案の提出を求め、工期内に工事が完成す

るように指導する。 

① 工事出来高確認 

② 資機材搬入実績確認 

③ 技術者、技能工、労務者等の歩掛りと実数の確認 

2) 品質管理 

契約図書（技術仕様書、実施設計図等）に示された施設・機材の品質が、請負業者によって確保されてい

るかどうかを、下記の項目に基づき監理を実施する。品質の確保が危ぶまれるときは、請負業者に訂正、変

更、修正を求める。 

① 資機材の製作図及び仕様書の照査 

② 資機材の工場検査結果の照査又は検査への立会い 

③ 資機材の据付要領書、現場試運転・調整・検査要領書及び施工図の照査 

④ 資機材の現場据付工事の監理と試運転・調整・検査の立会い 

⑤ 施設施工図の照査 

⑥ 施設施工図と現場出来形の照合 

3) 安全管理 

請負業者の責任者と協議・協力し、建設期間中の現場での労働災害、事故を未然に防止するための監理を

行う。現場での安全管理に関する留意点は以下のとおりである。 

① 安全管理規定の制定と管理者の選任 

② 建設機械類の定期点検の実施による災害の防止 

③ 工事用車輌、建設機械等の運行ルートの策定と徐行運転の徹底 

④ 労務者に対する福利厚生対策と休日取得の励行 

 

(2) 計画実施に関する全体的な関係 

 施工監理時を含め、本計画の実施担当者の相互の関係は、下図に示すとおりである。 
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※備考：コンサルタント契約および工事契約には 

日本国政府の認証が必要である。 

日本国政府 

日本のコンサルタント会社 
･ 実施設計図書の作成 
･ 入札図書の作成 
･ 入札業務の代行 
･ 施工監理の実施 
･ 工事進捗の報告 

日本の請負会社 
･ 資機材の調達・輸送 
･ 施設建設工事 
･ 資機材調達・据付 
･ OJT の実施 
･ 現地試験および引渡し 

モルディヴ共和国政府 ソロモン国政府 

･ 実施設計／入札図書
の確認 

･ 各契約書の確認 
･ 工事進捗の確認 

鉱山エネルギー省(DME) 

ソロモン諸島電力公社(SIEA) 

※
工
事
契
約 

交換公文（E/N） 

施工監理  

※コンサルタント 
契 約 

国際協力機構 
(JICA) 

 

図3.2-1 事業実施関係図 

 

(3) 施工監督者 

工事請負業者は工事契約に基づき、機材据付工事を実施するに当たり、「ソ」国の現地業者の施工業者を、

下請け契約を結ぶことにより雇用することになる。従って、建設期間中の工程監理、品質管理、安全管理を下

請けの業者にも徹底させるため、請負業者は海外での類似業務経験を持つ技術者を現地に派遣し、下請け業者

の管理を行わせる必要がある。 

また、本計画の規模、内容から 低限以下の請負業者側技術者の現場常駐が望ましい。 

現 場 所 長：1 名  工事全般の管理及びOJT 責任者 

上記の他、各工事項目毎の工事進捗状況に合わせて、機材据付指導員、試験調整要員等の派遣が必要である。 

 

3-2-4-5 品質管理計画 

コンサルタント契約図書（技術仕様書、実施設計図等）に示された施設・資機材の品質が、請負業者によっ

て確保されているかどうかを、下記の項目に基づき監理を実施する。品質の確保が危ぶまれる時は、請負業者

に訂正、変更、修正を求める。 

① 資機材の製作図及び仕様書の照査 

② 資機材の工場検査立会い又は工場検査結果報告書の照査 

③ 梱包・輸送及び現地仮置き方法の照査 

④ 資機材の施工図及び据付要領書の照査 

⑤ 資機材に係る工場及び現場における試運転・調整・検査要領書の照査 

⑥ 資機材の現場据付工事の監理と試運転・調整・検査の立会い 

⑦ 施設施工図と現場出来形の照査 

⑧ 竣工図の照査 
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3-2-4-6 資機材等調達計画 

本計画で使用する発電設備、送変電設備機材は「ソ」国では製作されておらず、現地での入手は困難である。

主要機材の現地調達事情は以下のとおりである。 

なお、ケーブル類等の材料は、インドネシア等の ASEAN 諸国のものが使用されており、特段の問題は見られ

ない。また、セメント、鉄筋等の一部の土木・建設用資機材についてはオーストラリア、ニュージーランド国

等から輸入されており、現地での入手は可能である。 

 

(1) 発電設備 

ヨーロッパ製： 

ヨーロッパには本計画で必要とされる仕様を満足する発電設備を製造している会社が数社あり、既設の

ルンガ発電所に納入されている発電設備も英国製及びフィンランド国製がある。しかしながら、ヨーロッ

パは地理的に「ソ」国まで輸送距離が長いことから、既設発電設備の予備品・消耗品の注文から納入まで

に時間がかかっており緊急時の対応に問題がある。また、完成図書が未提出かつ運転維持管理マニュアル

も整備されていない状況であり、SIEAは運転保守に苦慮している等アフターサービス体制が万全でない。 

オーストラリア国及びニュージランド国製： 

大型のディーゼル発電設備は、オーストラリア及びニュージーランドで製造していない。既設発電設備

（ヨーロッパ製）の販売代理店はあるが、アフターサービスは製造国（既設発電機は英国及びフィンラン

ド）から行われており、異常時の対応に遅れる等アフターサービス体制は万全でない。 

米国製： 

米国の発電設備製造会社は、近年、本計画で必要とされるエンジン仕様である中速機（750rpm以下で連

続運転定格）の発電設備を製造しない傾向にあり、高速回転（1,000～1,500rpm）で短時間運転仕様の非

常用設備を中心に製造している。仮に、米国の発電機製造会社が製造をしたとしても、その予備品・消耗

品も通常の製造ラインに乗っていないため、運転開始後の予備品・消耗品の納入に納期がかかり、また価

格も高くなることも予想され、発電設備の運用に支障が発生すると考えられる。 

日本製： 

前回協力で調達したルンガ発電所の 9 号機（4,200kW, 1 台）は、1999 年 9 月に運転開始して以来、ホ

ニアラ市の基幹発電設備として運転され、同市の緊急的な電力供給に貢献してきた。しかしながら、同市

の恒常的な電力供給力不足により、当該9号機は定期的な維持管理のための運転休止が出来ずに酷使され

続けてきた。その状況下でも、当該発電設備は所定の機能を維持し続けてきた。また、2002 年 11 月に実

施したオーバーホールでは、長時間の連続運転にもかかわらず不具合箇所がほとんどなく、その高い信頼

性が確認されている。SIEAは、その運転実績と品質と耐久度、アフターサービス体制の充実度、さらには

日本製発電設備に係る運転維持管理技術の習得度から、本計画での日本製調達を強く希望している。 

以上の状況により、本計画の発電設備は日本製とする。 
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(2) 送変電設備 

① ルンガ発電所用の11kV及び33kV屋内型高圧盤 

本計画のルンガ発電所用に調達する11kV及び33kV屋内型高圧盤は、既設設備（オーストラリア国製）

と列盤とするため、母線配置、機器仕様及び操作方式等は、保守・運用面からも、既設設備と同様とする

必要がある。このため、オーストラリア国及びニュージーランド国を調達対象国に含むこととする。 

 

② 屋外型配電盤 

送配電網整備の配電用変電所は、ホニアラ市内の重要な負荷中心地に建設され、基本的に建屋が不要と

なり工期を短くすることができる、屋外型配電盤方式を採用する。同配電盤は、第三国での製造実績が少

なく、アフターサービス体制に不安があることから、日本製とする。 

 

③ 変圧器 

ルンガ発電所にはヨーロッパ製の33/11kV降圧変圧器が設置されているが、油漏れが発生する等不具合

があり、さらにアフターサービス体制が不十分であるとの指摘がある。一方、前回協力で調達された日本

製の変圧器は、事故もなく順調に稼働しており、SIEAもその性能と運転維持管理の容易さから、本計画の

主要な機材である変圧器は日本製を希望している。よって、適切な運用・維持管理のために変圧器は日本

製とする。 

 

以上のことから、本計画の資機材の調達先は表3.2-16のとおりとする。 
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表3.2-16  資機材調達先 

調達先 
資機材 

「ソ」国 日本国 第三国 

（油脂類） 

① 燃料油、冷却水 
○   

② 潤滑油 ○   

（建設工事用資機材）    

① 砂、砂利 ○   

② セメント ○   

③ 生コン ○   

④ 鋼材 ○   

⑤ 鉄骨 ○   

⑥ 建築設備、仕上材、フェンス ○   

（建設機械／輸送用車輌）    

① 建設機械 ○   

② 低床トレーラー（エンジン輸送用）  ○ ○ 

（ルンガ発電所増設）    

① ディーゼルエンジン、発電機  ○  

② 同上用補機（燃料供給設備、冷却水設備、圧縮空気設備、燃料荷役ポンプ等）  ○  

③ 同上用配管材及び付属品  ○ ○ 

④ 発電設備用電気設備（発電機盤、所内変圧器、動力制御盤、等）  ○ ○ 

⑤ 11kV屋内型高圧盤   ○（備考参照）

⑥ 電設資材（11kVｹｰﾌﾞﾙ、低圧ｹｰﾌﾞﾙ、電線管、付属品等）  ○ ○ 

⑦ 燃料油タンク  ○ ○ 

⑧ ディーゼル発電設備用予備品、及び維持管理用道工具  ○  

（ホニアラ送配電網整備）    

① 33kV及び11kV屋外型高圧盤  ○  

② 低圧屋外型動力盤  ○  

③ 33/11kV降圧用変圧器  ○  

④ 電設資機材（33kVｹｰﾌﾞﾙ及び付属品等）  ○ ○ 

⑤ 電設資機材（11kVｹｰﾌﾞﾙ、低圧ｹｰﾌﾞﾙ、電線管、付属品等）  ○ ○ 

⑥ 送配電網用保守用予備品及び維持管理用道工具  ○  

備考：第三国は、DAC諸国及びASEAN加盟国とする。なお、ルンガ発電所増設用の11kV及び33kV屋内型高圧盤は、
DAC諸国とする。 
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3-2-4-7 実施工程 

我が国政府により本計画の実施が承認された後、両国間で交換公文（E/N）が取り交わされ、我が国の無償資

金協力制度に基づき、本計画の実施が開始される。本計画の実施は大きく、①実施設計、入札仕様書の作成、

②入札・工事契約、③資機材調達・据付工事の3段階からなる。 

図3.2-2に事業実施工程表を示す。 

 

（第1期工事：ルンガ発電所増設）  
月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

実
施
設
計

  

 

 

              

資
機
材
調
達
・
据
付

                

 
（第2期工事：ホニアラ送配電網整備） 

月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

実
施
設
計

                

資
機
材
調
達
・
据
付 

                

 

図3.2-2 事業実施工程表 

（計 14.5 ヶ月） 

（現地調査） 
（国内作業） 

（現地確認） （計 3.5 ヶ月） 

（製作図作成・承認取得）

（工場製作） 
（輸送） 

（試運転・調整・OJT）

（変電所据付・送電線工事）

（土木工事） 

（製作図作成・承認取得）

（工場製作） 
（輸送）

（土木・建築工事）

（試運転・調整・OJT）

（計 16.0 ヶ月） 

（現地調査） 
（国内作業） 

（現地確認） （計 4.5 ヶ月） 

（発電設備据付工事）
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3-3 相手国側分担事業の概要 

本計画を実施するに当たり、「ソ」国側が実施・負担する事項は以下のとおりである。 

共通事項 

(1) 本計画に必要な情報及びデータの提供。 

(2) 本計画に必要な資機材の「ソ」国の港に於ける迅速な荷下ろし措置と、通関及び免税措置の実施。 

(3) 本計画に必要な資機材及び派遣された日本人に対する免税措置と便宜供与。 

(4) 本計画に必要な資機材調達及び日本法人及び日本人への事業税等の免税と免税措置。 

(5) 我が国の外国為替公認銀行における口座開設費用と支払手数料の負担。 

(6) 我が国の無償資金協力に含まれず、本計画の実施に必要な全ての費用の負担。 

(7) 本計画の運転・維持管理技術を移転するための専門技師の任命と、建設工事期間中の工事確認と資機材の品

質検査への立会い。 

(8) 我が国の無償資金協力で建設・調達された施設・機材の適切な使用と維持管理の実施。 

(9) 環境管理計画（EMP：Environmental Management Plan）を遵守する。主な項目としては下記が挙げられる。 

1) 専任環境管理員の配置 

2) 定期的な大気汚染、騒音・振動の測定（年に2回以上） 

3) 発電・配電設備の運営及び安全管理基準の作成 

ルンガ発電所増設 

(10) 我が国側工事の開始前までに、ルンガ発電所の既設10号機用基礎の撤去。 

(11) 我が国側工事開始前までに、ルンガ発電所への既設進入路の改修。 

(12) 新燃料タンク用地の整地並びに既設フェンス、11kV配電線の移設 

(13) 工事事務所、資機材置き場等、仮設用地の無償提供 

(14) 工事期間中の残土、排水、廃油の捨て場の提供。 

(15) 本計画で供与される資機材が既設高圧盤、変圧器、燃料配管等へ接続する時の既設の停電の確保。 

(16) 工事期間中実施する負荷試験時の負荷手配。 

ホニアラ送配電網整備 

(17) 変電所建設用地の整地、アクセス道路の建設と既設構造物の撤去あるいは移設。 

(18) 工事事務所、資機材置き場等、仮設用地の無償提供。 

(19) 既設埋設物（不発弾を含む）の撤去あるいは移設。 

(20) 我が国側が供与した変電所内における11kV配電線資機材と既設11kV配電線との接続作業。（我が国側工事

完了前に接続を終了させること） 

(21) 既設保護継電器システムの見直しと再調整。 

(22) 工事期間中実施する負荷試験時の負荷の手配。 
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3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 基本方針 

本計画で も維持管理が重要な設備は発電設備であり、その維持管理に当たっては、日常の需要の変化に即

応して、安定的に電力を供給するために、設備の運転・保守（O&M）及び設備環境の保全が不可欠である。 

当該発電設備が持つ性能及び機能を維持し、継続した電力供給を行うためには、発電設備の信頼性、安全性

及び効率性の向上を柱とした適切な予防保全と維持管理の実施が望まれる。 

図3-4-1に維持管理の基本的な考え方を示す。 

 

発電設備の適切な維持管理

効率向上

• 熱効率の向上

• 稼働率の向上

• 設備利用率の向上

• 作業効率の向上

• 電力損失の低減

安全性向上

• 自然災害からの保護

• 人為的障害からの保護

信頼性向上

• 電気の質の向上

• 障害発生の防止

• 障害の影響の 小化

• 回復の迅速化

• 経年劣化防止

維 持 管 理 の 柱

 

図 3.4-1  発電設備の維持管理の基本的な考え方 

本計画においては、「ソ」国は上述の基本事項を常に念頭におき、工事期間中に我が国の請負業者により派

遣される専門技術者による OJT を通じて移転される O&M 技術と、運転・保守マニュアルにしたがって事業完了

後の運転・保守を実施する必要がある。 

 

3-4-2 当該発電設備の運転計画 

当該発電設備は、「ソ」国の政治・経済の中心であるホニアラ市のベース電力供給力となるため、当該発電

設備の運転計画は下記条件にて設定されるのが妥当である。 

年間設備利用率 ： 約50％ 

年間運転時間  ： 約8,000時間 

 

また、当該発電設備の適正な運転に必要な定期点検項目は表3.4-1に示すとおりである。この定期点検項目

を考慮した上述の運転条件の下での当該発電設備の初年度の年間運転計画を図 3.4-2 に示す。なお、同図に示

すように当該発電設備は、その維持・管理のために年間約32日間の運転停止が予測される。同期間の電力供給

に関してはルンガ発電所の9号機又は10号機を当該発電設備の代替電源として活用する必要がある。 
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月 
項   目 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
備   考 

 
運転時間 
 
2500～3000 時間毎 
の点検実施時期 
（点検所要時間：8 日間） 
 
7500～8000 時間毎 
の点検実施時期 
（点検所要時間：16 日間） 
 

             
 運転時間計：333 日間
 
 
 
 
 点検による運転 
 停止時間計：32 日間

備考：年間稼働率 90％の場合を示す。 

（8 日間）（8 日間）

（16 日間）

図3.4-2 当該発電設備の年間運転計画 

3-4-3 定期点検項目 

(1) 発電設備 

「ソ」国関係者は、表 3.4-1 に示す当該設備の標準的な定期点検項目及び発電設備製造会社が提出する運

転・保守マニュアルに基づいて、本発電設備の運転・維持管理計画を策定し、電力需要に見合った経済的な

運用計画を立案する必要がある。 

表3.4-1 標準的な発電設備の定期点検項目 

 点検区分 主な作業項目 

日常（毎日）の点検 －燃料油面、潤滑油サンプタンク油面 
－ジャケット水の水面確認 
－始動空気槽圧力確認 
－各部の外観点検 

1,000時間毎の点検 －各部ボルト及びナットの締付状態の確認 
－燃料及び潤滑油フィルターの洗浄 

2,500～3,000時間毎の点検 －給排気弁、始動弁、燃料弁、燃料ポンプ、ピストン、ライナー等の作動状
態、油漏れ等の確認、潤滑油サンプタンクの油分析 

7,500～8,000時間毎の点検 －ピストン、シリンダライナーの作動状態、油漏れ等の確認及びガスケット
の交換 

－ピストンリング、油カキリング、O－リングの交換 
－シリンダーヘッド分解及びガスケット、O－リングの交換 
－給排気弁の点検と排気弁O－リングの交換 
－燃料噴射弁の点検とノズル交換 
－クランクピンベアリングの点検及び必要な交換 
－過給器の分解・点検とベアリング等の交換 
－潤滑油サンプタンクの油分析と必要に応じた潤滑油交換 

デ 

ィ 

ー 

ゼ 
ル 

エ 

ン 

ジ 

ン 16,000時間毎の点検 －上述の7,500～8,000時間毎の点検 
－主軸受けの点検及び必要な交換 
－排気弁ローテータの点検と必要な交換 
－エンジン付潤滑油ポンプの分解点検と必要な交換 

日常（毎日の運転中）の点検 －各部目視点検及び異常音、各部温度状況の確認 
1ヶ月毎の点検 －異常振動の有無 

－潤滑油フロー状況及び軸受け部の漏油状況の確認 
－各部品の必要な清掃 

発 

電 

機 

1年毎の点検 －絶縁抵抗測定及びリード線、端子部点検 
－スペースヒータ等付属品の状況目視点検 
－軸受け部目視点検及び必要な清掃 

なお、上述の標準的な定期点検に要する概略日数は、以下のとおりである。 

・ 2,500～3,000時間毎の点検 ： 7～8日／回 
・ 7,500～8,000時間毎の点検 ： 15～18日／回 
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・ 16,000時間毎の点検 ： 20～25日／回 

 

(2) 送配変電設備 

① 送配変電機器の定期点検 

本計画で調達・据付される送配変電設備の標準的な定期点検項目は、表 3.4-2 に示すとおりであ

る。同表に示すとおり、配電設備の点検は、下記に示すような 3項目に分類できる。 

a) 機器の異常発熱、異常音等を人間の五感により毎日点検する“巡視点検” 

b) ボルト等の締付状態、絶縁物の表面汚損状態等、日常巡視点検では出来ない充電部の点検を行

う“普通点検” 

c) インターロック機構等の機能点検及び計器類の精度維持を実施する“精密点検” 

 

なお、通常、普通点検は 1～2年に 1度、精密点検は 4年に 1度程度実施される。また、遮断器盤、

配電盤等に内蔵されているヒューズ、計器、リレー等の性能劣化、絶縁性能の劣化、接点の摩耗並び

に特性が変化する部品は、普通点検及び精密点検時に、部品の特性と使用頻度を確認した上で、適宜

交換することが望ましい。 

表3.4-2 標準的な送配変電設備の定期点検項目 

点検項目 点検内容（方法） 巡視点検 普通点検 精密点検

開閉表示器、開閉表示灯の表示状況 ○ ○  

異常音、異常臭の発生の有無 ○ ○  

端子部の加熱変色の有無 ○ ○  

ブッシング、碍管の亀裂、破損の有無及び汚損状況 ○ ○  

設置ケース、架台等の発錆状況 ○ ○  

温度異常の有無（温度計） ○ ○  

設備外観 

ブッシング端子の締付け状況(機械的チェック) ○ ○  

各種計器の表示状況 ○ ○ ○ 

動作回数計の指示  ○ ○ 

操作函、盤内の湿潤、錆の発生の有無及び汚損の状況  ○ ○ 

給油、清掃状況  ○ ○ 

配線の端子締付け状況 ○ ○ ○ 

開閉表示の状態確認  ○ ○ 

漏気、漏油の有無  ○ ○ 

操作前後の圧力確認（空気圧等）  ○ ○ 

動作計の動作確認  ○ ○ 

スプリングの発錆、変形、損傷の有無（手入れ） ○ ○ ○ 

各締付け部ピン類の異常の有無  ○ ○ 

補助開閉器、継電器の点検（手入れ）  ○ ○ 

操作装置 

及び 

制御盤 

直流制御電源の点検 ○   

絶縁抵抗の測定  ○ ○ 

接触抵抗の測定   ○ 

ヒータ断線の有無  ○ ○ 
測定･試験 

継電器動作試験  ○ ○ 

 

② 送配電線路の定期点検 

送配電線路の維持管理は、日常の巡回点検により事故・損傷・破損個所を発見し、直ちに修復作業

を実施することが需要家への も重要なサービスである。以下に主な日常巡回時の点検項目を示す。 
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(a)  配電機器と樹木等の接触の有無 

(b)  フェンス及び施錠装置の状態確認 

(c)  遮断器盤及び開閉器盤の状態確認 

 

3-4-4 燃料油調達計画 

本計画で調達する発電設備の運転に必要な燃料（ディーゼル油）の年間想定消費量は設備利用率を50％と仮

定した場合、約4,500m3/年である。 

現在 SIEA は、ルンガ発電所用の燃料を「ソ」国の民間石油会社から調達している。既設発電設備と同様に

SIEAは、当該発電設備の安定した運転に支障のない様、必要とする燃料油の調達計画を策定し実施する必要が

ある。 

 

3-4-5 スペアパーツ購入計画 

発電及び送配変電設備のスペアパーツは、運転時間に応じて交換する標準付属品と故障・事故等の緊急時に

必要となる交換部品とに分類される。従って、「ソ」国側は、定期点検サイクルに見合うように、これ等の部

品を購入する必要がある。 

本計画では、定期点検サイクルが一巡する16,000時間稼働分（約2年分）のスペアパーツを調達する計画で

あり、その主要品目は、定期点検項目から表3-4-3のとおりである。 

従って「ソ」国側は、約 2 年後までに標準付属品購入費用（発電・送配変電設備費の約 3％）を、また必要

な緊急交換用部品の購入費用を準備する必要がある。 
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表3.4-3  本計画で調達する予備品及び保守用道工具 

Ⅰ-1. 発電設備用予備品 
№ 項    目 数 量 備 考 

1. 機械関係予備品   

(1) 消耗品   

1) シリンダーカバー   

 ① パッキン、O－リング類 6組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

 ② ガスケットパッキン 6組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

 ③ パッキン（給気管） 6組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

2) 給気弁   

 ① ロートキャップ 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

 ② 弁棒 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

 ③ O－リング 6組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

3) 排気弁   

 ① ロートキャップ 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

 ② 弁棒 1.5組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

 ③ O－リング 6組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

 ④ スリーブ 1.5組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

 ⑤ 弁座 1.5組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

4) 燃料噴射弁   

 ① ノズルチップ 6組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

 ② O－リング 6組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

5) ピストン   

 ① ピストンリング 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

 ② オイルリング 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

 ③ ピストンピン軸受 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

 ④ 冠締付ボルト 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

 ⑤ O－リング 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

6) 連接棒   

 ① クランクピン軸受 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

 ② 締付ボルト 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

7) 主軸受   

 ① 主軸受 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

 ② スラスト軸受 2組  

8) 燃料噴射ポンプ   

 ① プランジャスリーブ 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

 ② デフレクター 6組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

 ③ O－リング 6組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

9) 始動弁パッキン 6組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

10) シリンダ安全弁パッキン 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

11) インジケーター弁完備 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

12) 排気伸縮管 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

13) 燃料噴射管 1/2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

14) 過給機   

 ① ガスケットキット 2組  

 ② 主軸受 2組  

 ③ スラスト軸受 2組  

15) 空気冷却器パッキン 2組  

16) 補機類   

 ① 補機ポンプ予備品 200%*  

 ② 燃料油系統フィルターメッシュ、ガスケット 200%*  

 ③ 潤滑油系統フィルターメッシュ、ガスケット 200%*  

 ④ 冷却器パッキン類 200%*  
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 ⑤ 潤滑油清浄機ガスケットキット 2組  

 ⑥ 吸気フィルターエレメント（ｴﾝｼﾞﾝ吸気及びﾌﾞﾛﾜｰ用） 取替え1回分  

 ⑦ 軟水装置予備品（イオン交換レジン） 200%*  

(2) 緊急予備品   

1) シリンダーカバー完備（含諸弁） 1組  

2) 給気弁完備 2組  

3) 排気弁完備 1組  

4) 燃料噴射弁完備 0.5組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

5) ピストン完備 1組  

6) シリンダライナー 1組  

7) 燃料噴射ポンプ   

 ① 吐出弁完備 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数  

 ② 燃料噴射ポンプ完備 4組  

8) 始動弁完備 2組  

9) シリンダ安全弁完備 2組  

10) ガバナーアクチュエーター 1組  

11) 計器予備品   

 ① 圧力スイッチ 各種各1ヶ  

 ② 温度スイッチ 各種各1ヶ  

 ③ 圧力計 各種各1ヶ  

 ④ 温度計 各種各1ヶ  

2. 電気予備品   

(1) 消耗品   

1) 制御装置用ヒューズ タイプ毎に200％*  

2) 高圧電力機器用ヒューズ タイプ毎に200％*  

3) 表示用ランプ タイプ毎に200％*  

4) 蛍光灯（グローブ灯付） タイプ毎に200％*  

(2) 緊急予備品   

1) AVR用プリント基板 1組  

2) 11kV遮断器本体 1組  

3) 上記遮断器用投入・引出コイル 1組  

4) 各種補助リレー 各1ヶ  

5) 各種タイマ 各1ヶ  

6) 各種MCCB 各1ヶ  

7) 漏電遮断器 各1ヶ  

8) 電磁開閉器 各1ヶ  

9) 計器用変圧器用ヒューズ 各1ヶ  

10) 高圧電力機器用ヒューズ 各1ヶ  

注）*：機器に装備されて納入された数量を100％とした場合の比率 
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Ⅰ-2. 送配変電設備用予備品 

№ 項    目 数 量 備 考 

1. 消耗品  全変電所・開閉設備共通

 (1) 制御装置用ヒューズ タイプ毎に200％*  

 (2) 高圧電力ヒューズ タイプ毎に200％*  

 (3) 表示用ランプ タイプ毎に200％*  

 (4) 蛍光灯 タイプ毎に200％*  

 (5) 屋外照明用ハロゲンランプ タイプ毎に200％*  

 (6) シリカゲル (2kg) 変圧器毎に100％*  

2. 緊急予備品  全変電所・開閉設備共通

 (1) 各種補助リレー 各1ヶ  

 (2) 各種タイマ 各1ヶ  

 (3) 各種MCCB 各1ヶ  

 (4) 電磁開閉器 各1ヶ  

 (5) 計器用変圧器用ヒューズ 各1ヶ  

 (6) 高圧電力機器用ヒューズ 各1ヶ  

 (7) 断路器（11kV、630A） 1組 3相用 

 (8) 避雷器（11kV、10kA） 1組 3相用 

 (9) 端末処理キット（11kV用） 3組  

 (10) 屋外照明用安定器 3組  

 (11) ヒューズ付カットアウトスイッチ 3組  
注）*：機器に装備されて納入された数量を100％とした場合の比率 
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Ⅱ-1. 保守用道工具（発電設備用） 

№ 項    目 数 量 備 考 

1. ディーゼルエンジン用   

 

(1) 工具セット（機械工用） 
(2) 簡易式吸排気バルブ、シート研磨機 
(3) 吸気・排気弁組立工具 
(4) ライナー抜出工具 
(5) チェーンブロック（2トン） 
(6) チェーンブロック（500kg） 
(7) ハンドパレット（1.5トン） 
(8) ワイヤーロープ 
(9) 水質測定キット 
(10) 潤滑油分析キット 
(11) 防音用ヘッドカバー 

1式 
1式 
1式 
1式 
1式 
1式 
1式 
1式 
1組 
1組 
10個 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. 発電機及び電気設備用   

 (1) サーキットテスター（アナログメーター） 2台  

 (2) 工具セット（電気用） 2セット  

 (3) 絶縁抵抗計（500V、1,000 MΩ） 1台  

 (4) 絶縁抵抗計（2,500V、100 GΩ） 1台  

 (5) 騒音計 1台  

 (6) 検相計 2台  

 (7) ディジタル式マルチメーター 2台  

 (8) ACクランプメーター 2台  

Ⅱ-2. 保守用道工具（送変電設備用） 

№ 項    目 数 量 

1. 試験用器具  

 (1) サーキットテスター（アナログメーター） 2台 

 (2) 簡易型単相継電器試験器 1台 

 (3) 絶縁抵抗計（500V、1,000 MΩ） 1台 

 (4) 絶縁抵抗計（2,500V、100 GΩ） 1台 

 (5) 接地抵抗計（0～100Ω、0～30V） 1台 

 (6) 検相計 2台 

 (7) 電圧検電器（低圧用） 1台 

 (8) 電圧検電器（11kV用） 1台 

 (9) ディジタル式マルチメーター 2台 

 (10) ACクランプメーター 2台 

 (11) ケーブル事故点探査機 1台 

 (12) 真空チェッカー 1台 

2. 工具  

 (1) 工具セット（電気用） 2セット 

 (2) 接地用ケーブル(3相用） 1式 

 (3) ケーブルドラムジャッキ（5トン用） 1台 

 (4) 圧縮器（ダイス付） 1台 

 (5) ケーブル端末処理工具 1台 

 (6) ケーブルカッター 1台 

 (7) ワイヤストリッパー 1台 

Ⅲ 保守用車両 

№ 項    目 数 量 備 考 

1. バケット付トラック（送電線保守用） 1台 4トン、ﾌﾞｰﾑ長12m 
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3-4-6 電気料金計画 

 

SIEAの電気料金は、固定料金と燃料価格により調整する燃料費調整料金から構成されている。燃料費調整制

度は、1991年から導入されており、燃料の基準価格（55ｿﾛﾓﾝｾﾝﾄ/ℓ ）と実際の燃料費の差額を3ヶ月毎に電気

料金に反映させるものであり、燃料費が基準価格より増加した場合、増加額の1/3が電気料金に付加され、2/3

はSIEAが負担することとなっている。 

しかしながら、SIEAの財務構造はさらなる改善が必要であり、2001年に政府の承認を経て固定料金を20%値

上げしている。表3.4-4にSIEAの電気料金の推移を示す。 

 

2004年1月から8月までの実際の平均燃料価格は2.736 SB$/ℓ であり、燃料費調整の基準価格（55ｿﾛﾓﾝｾﾝﾄ

/ℓ ）の約5倍となっている。表3.4-4に示すとおり2002年 1月以降、電気料金には84ｿﾛﾓﾝｾﾝﾄ/kWhの燃料費

調整料金が、固定料金に付加されており、需要家にとって大きな負担となっている。 

また、燃料価格上昇分の3分の2はSIEAが負担するため、燃料価格の高騰はSIEAの収益悪化にも大きな影

響を及ぼしている。 

 

なお、世界銀行の支援によるSIEAの財務体質改善計画のメニューの一つに「健全な財務運営のための電気料

金算定」があり、世界銀行の提言を受けて2005年度に電気料金が改訂される可能性がある。 

表3.4-4 SIEAの電気料金の推移 
            （単位：SB$/kWh） 

分 類       2000年12月以前 2001年1月～12月 2002年1月以降 

固定料金 0.4646 0.4646 0.5575 一般家庭用 

燃料費調整料金 0.16 0.33 0.84 

固定料金 0.6875 0.6875 0.8220 産業/商業用 

燃料費調整料金 0.16 0.33 0.84 

固定料金 0.6180 0.6015 0.7250 高圧需要家 

燃料費調整料金 0.16 0.33 0.84 

出所：SIEA 

備考：１SB$＝14.75円（2004年8月現在） 
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3-4-7 運用計画 

 

民族紛争後のホニアラ電力系統の 大電力は、9.9MW（2004 年 11 月 29 日に記録）である。同日のルンガ発

電所の各発電機状況を図3.4-3に示す。下図に示されるとおり、9号機がベース負荷、8、6号機がミドル負荷、

5号機がピーク負荷に対応する運転モードとなっている。 
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図3.4-3 ルンガ発電所の各発電機の運転状況（2004年11月29日） 

 

本計画の目標年次（2011年）には、ルンガ発電所5号機は老朽化のため廃止され、運転可能な発電機はルン

ガ発電所6、8、9、10、11号機及びホニアラ発電所2、3号機の計7台となる。 

上述の既設発電設備の運転状況を踏まえた、目標年次における各発電機の 適な運転モードは表3.4-5に示

すとおりとなる。2011年の予想 大電力は13.0 MWであり、 大電力に対して4.8MW（17.8MW-13.0MW=4.8MW）

の供給予備力が確保される。また､2011年のベース負荷は6.5 MW程度と想定されるが、各運転モードに必要な

発電機出力が確保されている。 

なお、目標年次において、発電機1台が定期点検のため停止（ルンガ発電所10号機の停止を想定）した場合

のホニアラ電力系統の発電設備の運転モードは図3.4-4のとおりになると想定される。 

同図に示されるとおり、本計画により11号機が投入されれば、目標年次の予想 大電力13.0MWに対して、1

台定検時においても供給力は 大電力を上回り（総現有出力17.8MW- 大電力13.0MW-点検中の発電設備(10号

機)の出力3.7MW=1.1MW）となり、 低限必要な緊急的供給予備力が確保できる。なお､ 大容量の発電設備とな

る本計画の11号機が停止した場合の緊急的供給予備力は、0.8MW（17.8MW-13.0MW-4.0MW＝0.8MW）である。 

一方、11号機が投入されない場合には、図3.4-5に示されるように1台定検時に2.9MWの供給力不足となり､

（総現有出力13.8MW- 大電力13.0MW-点検中の発電設備出力3.7MW=Δ2.9MW）輪番停電を実施せざるを得ない

状況となる。このことから､本計画の必要性、出力規模の妥当性が確認される。 

出所：SIEA 
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表3.4-5 2011年の各発電機の運転モード 

発電設備の想定現有出力
運転モード 運転時間 

ルンガ発電所 ホニアラ発電所 
総現有出力

ベース負荷 0時～24時 (24時間) 

L9号機 ：3.6MW（前回協力）

L10号機：3.7MW 

L11号機：4.0MW（本計画） 

－ 11.3MW 

ミドル負荷 8時～22時 (14時間) L8号機 ：3.5MW － 3.5MW 

ピーク負荷 8時～17時 (9時間) L6号機 ：1.9MW 
H2号機 ：0.55MW 

H3号機 ：0.55MW 
3.0MW 

合 計  16.7MW 1.1MW 17.8MW 

L：ルンガ発電所

H：ホニアラ発電所

　 時　間

予想最大電力：13.0MW
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L11号機　(4.0MW)：本計画対象設備

L9号機　(3.6MW)：前回協力供与設備

L8号機　(3.5MW)

L6号機　(1.9MW)

 

図3.4-4 発電設備の運転モード（2011年） 
（緊急的供給予備力を確保した場合：定期点検によるルンガ10号機の停止を想定） 

L：ルンガ発電所

H：ホニアラ発電所 総現有出力：13.8MW

　

8 10 170 1 2 3 4 5

15

6

MW

24

5

20 21 22 2316 18117

時　間

予想最大電力：13.0MW
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L9号機　(3.6MW)：前回協力供与設備

L8号機　(3.5MW)

L6号機　(1.9MW)

2.9MW不足

H2 及び H3号機
( )

点検中の発電設備
(10号機)の出力：3.7MW

 

      図3.4-5 発電設備の運転モード（2011年、本計画の11号機が投入されない場合） 
（定期点検によるルンガ10号機の停止を想定） 
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3-5 プロジェクトの概算事業費 

3-5-1 協力対象事業の概算事業費 

本計画を我が国の無償資金協力により実施する場合の事業費総額は、約 14.76 億円となり、先に示した我が

国と「ソ」国との施工負担区分に基づく双方の経費内訳は、以下に示す積算条件において、次のとおりと見積

もられる。ただし、ここに示す概算事業費は暫定値であり、必ずしも交換公文上の供与限度額を示すものでは

なく、協力対象事業の実施が検討される時点においてさらに精査される。 

(1) 我が国側負担経費     概算総事業費 1,471 百万円 

概算事業費（百万円） 
費目 ルンガ発電所 

増設 
ホニアラ送配電網

整備 
合 計 

施設 ルンガ発電所 発電・高圧盤建屋増設 82 － 82
ディーゼル発電機（4.2MW、1 台） 
発電設備補機（燃料、潤滑油、吸排気、冷却

水、圧縮空気設備） 
高圧（11kV）電気設備、所内用電気設備 

563 － 563

機材 

33kV 配電用変電所の建設（3 箇所） 
33kV 開閉所の建設（1 箇所） 
33kV 送電ケーブルの敷設 

－ 703 703

実施設計・施工監理 67 56 132
合 計 712 759 1,471

(2) 「ソ」国負担経費     SB$ 300,000（約 450 万円） 

「ソ」国側の主な負担事項は以下のとおりである。 

① ルンガ発電所10号機基礎の撤去： SB$  40,000（約60万円） 

② ルンガ発電所への既設進入道路の改修： SB$ 120,000（約180万円） 

③ 燃料タンク用地の整地、既設フェンス、11kV配電線の移設： SB$  40,000（約60万円） 

④ 変電所建設用地の整地、アクセス道路の整備、既設構造物の撤去又は移設：SB$100,000（約150万円） 

 

(3) 積算条件 

① 積算時点 平成16年10月 

② 為替交換レート 1SB$＝14.77円 （2004年4月から2004年9月までのTTS平均値） 

 1US$＝110.90円 （同上） 

 1A$＝80.16円  （同上） 

③ 施工期間 ルンガ発電所増設工事、ホニアラ送配電網整備工事の二期分けによる工事とし、

詳細 設計及び機材調達・据付の期間は施工工程に示したとおりである。 

④ その他 本計画は、我が国無償資金協力ガイドラインに従い実施される。 
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3-5-2 運営・維持管理費 

 

SIEAの2004年度予算上の平均電気料金は、1.09SB$ (約16円) / kWhであり、同電気料金に基づく当該発電

所の想定運転収支を表3.4-6に示す。 

同表に示すとおり、例えば本計画で供与される発電設備の年間設備利用率を50％（年間8,000時間運転）と

した場合、良好な運転収支となる。しかしながら年間設備利用率が41％以下になると運転収支は赤字となり、

発電所の自立経営は困難となる。よって「ソ」国側は、適正な維持管理を実施し、事業収支に見合う適切な発

電設備の設備利用率を維持する必要がある。 

 

SIEA は、運転収支（表3.4-6）に示された減価償却費を確実に積み立て、本計画で供与された発電設備が寿

命に達した際の設備更新費用に充当する必要がある。 
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表 3.4-6  本計画発電設備の想定運転収支 

年間設備利用率項   目 単 位 
40％ 41％ 42％ 50％ 60％

Ⅰ．収入
1 設備容量 ① [kW] 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 
2 年間運転時間 ② [hr] 3,504 3,592 3,679 4,380 5,256 
3 発電電力量 ③ [kWh] 14,716,800 15,084,720 15,452,640 18,396,000 22,075,200 
4 所内消費電力量 ④ ③×0.03 [kWh] 441,504 452,542 463,579 551,880 662,256 
5 送配変電損失電力量 ⑤ ③×0.06 [kWh] 883,008 905,083 927,158 1,103,760 1,324,512 
6 売電電力量 ⑥ ③-④-⑤ [kWh] 13,392,288 13,727,095 14,061,902 16,740,360 20,088,432 
7 平均売電単価 ⑦ [SB$/kWh] 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09  

収入合計 ⑧ ⑥×⑦ [SB$] 14,597,594 14,962,534 15,327,474 18,246,992 21,896,391 
Ⅱ．支出

1 燃料費 ⑨ ③×(3)×(5) [SB$] 9,703,905 9,946,502 10,189,100 12,129,881 14,555,857 
2 潤滑油費 ⑩ ③×(4)×(5) [SB$] 315,081 322,958 330,835 393,851 472,621 
3 人件費 ⑪ （6) [SB$] 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 
4 保守費 ⑫ (7) [SB$] 1,025,085 1,025,085 1,025,085 1,025,085 1,025,085 
5 本社経費 ⑬ ⑧×(8) [SB$] 1,605,735 1,645,879 1,686,022 2,007,169 2,408,603 
6 減価償却費 ⑭ (9) [SB$] 2,050,169 2,050,169 2,050,169 2,050,169 2,050,169 

支出合計 ⑮ [SB$] 14,708,875 14,999,493 15,290,111 17,615,055 20,521,236 
Ⅲ．運転収支  ⑧-⑮ [SB$] -111,281 -36,959 37,362 631,937 1,375,155 

  [円換算] -1,641,397 -545,150 551,097 9,321,072 20,283,542  
検討上の前提条件： (1) 売電単価は SIEA の 2004 年予算上の平均売電単価 1.09 SB$(約 16 円)/kWh を採用した。 

(2) 所内電力損失率(3%)及び送電損失率(6%)は仮定した。 
(3) 燃料価格は 2.736 SB$/ﾘｯﾀｰとした。 
(4) 潤滑油価格は 13.381 SB$/ﾘｯﾀｰとした。 
(5) 各消費量は以下のとおりとした。 

燃料消費量 ： 0.241 ﾘｯﾀｰ/kWh 
潤滑油消費量： 0.0016 ﾘｯﾀｰ/kWh 

(6) 労務費算出上の発電所要員は 5 名とした。 
なお、人件費単価は 1,780 SB$/年とした。 

(7) 保守費は、定期交換部品費等とし機器本体価格の 3％とした。 
(8) 管理費は、売電収入の 11％とした。 
(9) 減価償却費は、当該発電設備の本体価格を基に耐用年数を 15 年、残存価格を 10％とし定額法により算定した。 
(10) １ SB$＝14.75 円とした。（2004 年 8 月現在）
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3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

協力対象事業の円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項としては、下記が考えられる。

我が国は前回協力でルンガ発電所 9 号機（4.2MW、1 台）を調達しているが、当該 9 号機の維持管理状況から

得られた、本計画へ反映すべき事項は以下のとおりである。「ソ」国側は、下記留意事項に対する適切な対処

が必要である。 

 

計画策定面： 

①発電予備力の確保：電力需要予測に基づく発電設備の増設計画を適宜見直し、必要な発電予備力（

大容量の発電機 1 台が運転停止しても安定した電力供給が可能な発電設備容量）が確保され、定期的

な発電設備の維持管理のための運転停止が可能なように計画する。 

②環境社会配慮：発電設備増設計画の策定に当っては、大気・水質・騒音及び振動に関する環境基準、

規制基準を厳守するように計画する。 

運用面： 

①予備品の常備：万一の故障、修理のための機関停止時間を 小限とするために、非常用予備品は、常

時保管するように計画する。 

②発電原価管理：燃料油、潤滑油の消費量と補機動力等の運転実績管理を徹底し情報を一元化すること

によって、適切な発電原価管理を行う。 

③環境管理：環境管理計画(EMP: Environmental Management Plan)にしたがって、適切な管理を実施し、

さらに適宜、計画内容を見直すことによって自立発展性を確保する。 

④保守技術：軟水装置等の周辺付帯機器の管理を徹底させると共に、記録したデータの分析技術を向上

させ、予防保全技術を構築する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 章  プロジェクトの妥当性の検証 
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第 4 章 プロジェクトの妥当性の検証 

 
4-1 プロジェクトの効果 

本計画の実施により期待される効果は以下のとおりである。 

(1) 直接効果 

現状と問題点  本計画での対策(協力対象事業) 計画の効果・改善程度  

1. ホニアラ市では電力供給予備力

が不足しているため、発電設備

が事故や点検のため停止すれ

ば､供給力が不足し、電力負荷の

増加や更なる事故に対応できな

いなど、電力供給の信頼性が低

い。 

ホニアラ電力系統のルンガ発電

所に 4.2MW のディーゼル発電

設備を 1 台増設する。 

本計画の実施により､目標年次

(2011 年 )において供給力がピー

ク負荷を 4.8MW 上回るため､最

大容量の発電設備が突発的な事

故や点検のために停止しても

0.8MW の緊急的供給予備力が確

保でき､電力供給の信頼性が高ま

る。 

2. ホニアラ市では発電設備が定期

点検のため停止する度に、供給

力不足に起因する停電が実施さ

れている。 

同上 

本計画の実施により供給予備力

が確保されることから、発電設備

の定期点検の度に実施されてい

た停電が回避できる。 

3. ホニアラ市では送配電設備の老

朽化、容量不足等による事故停

電が 2～4 回/月の割合で発生し

ている。 

ホニアラ電力系統において、電

力負荷の中心地に 33/11kV 配電

用変電所（3 箇所）、33kV 開閉

設備（1 箇所）を新設し、33kV
地中送電線を延線する。 

配電用変圧器及び送電線の容量

不足が解消され､設備容量不足に

起因する停電が発生しなくなる。

4. ホニアラ市では送配電設備容量

の不足により電圧降下が 20%を

超える場合があり、電力品質が

悪いため電気品の動作に悪影響

を与えている。 

同上 

電力負荷の中心地まで高圧 33kV
で送電し、周辺地域に配電するこ

とで、現状の需要家端における電

圧降下が 20%以上から 10%以内

に低減される。 

5. ホニアラ発電所内に設置されて

いる変電設備の保護装置はフュ

ーズ付断路器のみであり、早急

に系統から遮断することができ

ないため、事故発生時には変電

設備が重大な損傷を受ける危険

性がある。 

ホニアラ発電所内に変電設備の

保護機能を備えた 33kV 開閉設

備を設置する。 

事故発生時には、変電設備が早急

に系統から遮断されるため、変電

設備の重大な損傷が未然に防げ

ると伴に事故範囲を最小限にで

きる。 

(2) 間接効果 

現状と問題点  本計画での対策(協力対象事業) 計画の効果・改善程度  

1. ホニアラ市の不安定な電力供給

が､同市の経済復興の足かせと

なっている。  

(1)ホニアラ電力系統のルンガ

発電所に 4.2MW のディーゼ

ル発電設備を 1 台増設する。

(2)ホニアラ電力系統において

33/11kV 配電用変電所（3 箇

所）、33kV 開閉設備（1 箇所）

を新設する。  

ホニアラ市に安定した電力が供

給され、電力の品質が向上するこ

とで、ホニアラ市における経済活

動が活性化される。 

2. ホニアラ市の電力供給が不安定

であるため､同市の公共／福祉

施設の安定した運用に支障を来

している。 
同上 

ホニアラ市に安定した電力が供

給され、電力の品質が向上するこ

とで、ホニアラ市における行政機

関、学校、病院等の公共／福祉施

設の運用が安定化される。  
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4-2 課題・提言 

本計画の効果が発現・持続するために、「ソ」国側が取り組むべき課題は以下のとおりである。 

(1) 本計画の実施により 2011 年までの緊急的供給予備力は確保されるが､2012 年以降の電力需要の

伸びに対応するための電源開発を確実に実施し､定期的な維持管理のために発電設備が停止でき

るよう供給予備力を確保する必要がある。 

(2) SIEA は財務運営を健全化し､事業の透明性を確保する必要がある。 

(3) 発電・送配電設備の適切な維持管理、スペアパーツの購入に必要な予算を確保し、万一の故障、

修理のための設備停止時間を最低限とするために、非常用予備品は常時保管するよう計画する必

要がある。 

(4) 燃料消費量、補機動力使用量等の運転実績管理を徹底し、適切な発電原価管理を行うとともに、

本計画での供与資機材を含めた発電・送配電用固定資産の減価償却費を確実に費用として計上し、

将来の設備投資資金として積み立てる必要がある。 

(5) 本計画で供与した設備の稼働率が 42%程度以上となるよう、ルンガ発電所の既設・新設発電設備

の運用計画を策定する必要がある。 

(6) OJT 及びカウンターパート研修の成果を全ての運転・保守要員に確実に伝達するとともに、予防

保全技術の構築、運転・保守技術の維持向上に努める必要がある。 

(7) 初期環境影響評価報告書（IEIA）の記載内容及び環境管理計画を遵守し､本プロジェクトの実施

による環境影響が IEIA の予測を上回ることがないよう､適時見直す必要がある。 

(8) 本計画の実施効果がより有効に発現されるように､他ドナーの支援による電力供給改善計画を確

実に実施する必要がある。 

 

4-3 プロジェクトの妥当性 

以下の点から、無償資金協力による協力対象事業の実施は妥当であると判断される。 

(1) 裨益人口 

   本計画の実施により､ホニアラ電力系統の供給エリアであるホニアラ市の居住者（人口約 4.9 万

人）に対し、安定した質のよい電力を供給することが可能となる。 

(2) 教育・民生の安定への貢献 

   発電設備容量及び送配電設備容量が増加することで、電力の供給安定性が向上し､住民の生活レ

ベルの改善、社会福祉・公共施設の安定した運営、及び産業・経済活動の活性化が促進される。 

(3) 緊急性 

   ホニアラ市では、現時点で既に供給力不足から毎日計画停電が実施されている状態であり､本計

画が実施されなければ、本計画の目標年次（2011 年）には定期点検で最大容量の発電機が停止す
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ると 2.9MW の供給力不足が発生する。安定した電力供給が行われなければ、民族紛争後の経済

復興が阻害され､住民の生活レベルの低下、社会・治安状況の悪化を引き起こす恐れがあることか

ら、緊急的に本計画を実施し､電力供給の安定化を図る必要がある。 

(4) 維持管理能力 

   本計画の実施機関である SIEA の職員は、ディーゼル発電設備の基礎知識は保有しているものの、

本格的なオーバーホールを実施するには専門技術者の指示を仰がねばならない状況にある。このため、

本計画の実施段階で運転・維持管理技術に関する OJT を実施し、さらに必要なスペアパーツと運転・保守

マニュアルの整備を行えば、本計画完成後も適切な設備の維持管理が実施されるものと考えられる。 

(5) 中長期開発計画への寄与 

   「ソ」国では 2003 年から 2006 年までの国家経済復興・改革・開発計画を策定しており、電力

は同計画の重点分野である「産業部門の再生とインフラの再建」を実現するための重要なインフ

ラと位置づけられている。本計画は、首都ホニアラ市に安定した電力を供給することを目的とし

て実施されるものであり、「ソ」国の復興開発計画の実現に大きく寄与するものと考えられる。 

(6) プロジェクトの収益性 

   SIEA のホニアラ市における平均電力料金は約 16 円/kWh（2004 年、1SB$=14.75 円の場合）で

あるが､本計画により新設されるディーゼル発電設備の発電原価は 14.28 円/kWh（利用率 71%）

である。これに対して SIEA は、本社経費として 1.77 円/kWh 程度が必要となることから､本計画

の収益性は発電に必要な燃料費、修繕費、その他必要経費を賄う程度のものである。 

(7) 環境影響 

   初期環境影響評価の結果、本計画の実施により発生する NOx、SOx、騒音のレベルは我が国の

環境基準の範囲内であり、環境に与える影響は小さいと言える。 

 

4-4 結論 

 本計画は前述したとおり、「ソ」国の経済復興や住民の生活レベルの向上、並びに社会福祉施設、公

共施設の安定した運営に多大な効果が期待されることから、協力対象事業に対して我が国の無償資金

協力を実施することは妥当であると考えられる。また、本計画の運営・維持管理についても、「ソ」国

側は人員・資金面で十分な体制を有しており、本計画の実施にあたり特段の問題は認められない。4-2

項で述べた課題が達成されれば､本計画はより円滑かつ効果的に実施されるものと考えられる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－１  調査団員・氏名 
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調査団員・氏名 

１．基本設計調査 

氏    名 担  当  業  務 現        職 

荒津 有紀 総     括 
国際協力機構 無償資金協力部業務 
第二グループ交通インフラチーム長 

小宮 雅嗣 
業務主任 / 運営維持管理計画 

/ 環境社会配慮 
八千代エンジニヤリング株式会社 

瀬戸 寛仁 
副業務主任/ 

送配電設備計画 
八千代エンジニヤリング株式会社 

不二葦 教治 発電設備計画 八千代エンジニヤリング株式会社 

山本 寿幸 発電施設計画 八千代エンジニヤリング株式会社 

藤井 通 調達計画/積算 八千代エンジニヤリング株式会社 

 

２．基本設計概要説明調査 

氏    名 担  当  業  務 現        職 

小柳 桂泉 副  総  括 
国際協力機構 無償資金協力部業務 
第二グループ交通インフラチーム 

小宮 雅嗣 
業務主任 / 運営維持管理計画 

/ 環境社会配慮 
八千代エンジニヤリング株式会社 

瀬戸 寛仁 
副業務主任/ 

送配電設備計画 
八千代エンジニヤリング株式会社 

不二葦 教治 発電設備計画 八千代エンジニヤリング株式会社 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－２  調査行程 
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２．調査日程 

(1) 基本設計調査 

調査内容 
官ベース コンサルタント 

順 

日 

月 

日 

曜 

日 
荒津団長 小宮、瀬戸、不二葦、山本、藤井 

宿泊地

1 9/13 月  *移動[成田: NRT(21:35)→JL761→] 機中 
2 9/14 火  *移動[→(07:15)ﾌﾞﾘｽﾍﾞｰﾝ: BNE(11:00)→IE701→(15:00)  

ホニアラ] 
-JICA 表敬訪問 

ホニアラ

3 9/15 水  -SIEA にてｲﾝｾﾌﾟｼｮﾝﾚﾎﾟｰﾄ、調査内容、日程などの説明協議

-ルンガ発電所現地調査 
ホニアラ

4 9/16 木  -ソロモン電力公社(SIEA)にて質問表に関する協議 
-既設変電所、新設変電所予定地、送電線ルート調査 

ホニアラ

5 9/17 金  -SIEA と質問表に関する協議 
-関係省庁等からの聞き取り調査 

ホニアラ

6 9/18 土  -ルンガおよびホニアラ発電所調査 
-インフラ調査（ホニアラ港、主要道路等） ホニアラ

7 9/19 日  -既存 33kV 送電線および変電所の調査 ホニアラ

8 9/20 月 * 移 動 [Tokyo(21:35) →

JL761] 
- SIEA と質問表に関する協議 
 

ホニアラ

9 9/21 火 *移動[→(07:15) BNE 
(11:00)→IE701→(15:00) 
ホニアラ] 

-JICA ソロモン事務所 
訪問 

- SIEA と質問表に関する協議 
官：機中

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ: 
 ホニアラ

10 9/22 水 -日本国大使館表敬訪問 
-鉱山エネルギー省(DME)および SIEA 表敬訪問 
-ルンガ、ホニアラ発電所および 33kV 送電線調査 

ホニアラ

11 9/23 木 -森林環境保全省(DFEC)：初期環境影響評価(IEIA)の最終承認に係る協議 
-SIEA にて M/D（案）の説明および協議 

ホニアラ

12 9/24 金 -SIEA にて M/D（案）の協議および修正 ホニアラ

13 9/25 土 -市場調査および団内打ち合わせ ホニアラ

14 9/26 日 -市場調査および収集資料整理 ホニアラ

15 9/27 月 -M/D 締結 
-JICA 事務所および日本国大使館へ報告 

ホニアラ

-ソロモン側実施事項の進捗状況確認 16 9/28 火 
*移動[ホニアラ(16:00)→

IE700→BNE(18:00)] 
-市場調査および資料収集 
-他ドナーからの聞き取り調査 

官：機中

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ: 
 ホニアラ

17 9/29 水 *移動[BNE(08:55)→
JL762 →NRT(16:45)] 

-電力需要、SIEA の運営資料等の収集 
-市場調査 

ホニアラ

18 9/30 木  -人口統計、電力運営関係の資料収集 ホニアラ

19 10/1 金  -人口統計、電力運営関係の資料収集 ホニアラ

20 10/2 土  -フィールドレポート（F/R）(案)の作成 ホニアラ

21 10/3 日  -団内打ち合わせおよび F/R(案)の作成 ホニアラ

22 10/4 月  -SIEA にて F/R(案)の協議および不足資料の収集 ホニアラ

23 10/5 火  -SIEA にて F/R(案)の協議および不足資料の収集 ホニアラ

24 10/6 水  -F/R の承認取得 ホニアラ

25 10/7 木  -MME および SIEA 表敬訪問 
-JICA 事務所および日本国大使館へ報告 

ホニアラ

26 10/8 金  *移動[ホニアラ(18:00)→IE702→BNE(20:00)] ﾌﾞﾘｽﾍﾞｰﾝ

27 10/9 土  *移動[BNE(08:55)→JL762→NRT(16:45)] 帰国 
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(2) 基本設計概要説明調査 

調査内容 
官ベース コンサルタント 

順 

日 

月 

日 

曜 

日 
小柳副総括 小宮、瀬戸、不二葦 

宿泊地

1 1/6 木  *移動[成田: NRT(21:35)→JL761→] 機中 
2 1/7 金  *移動[→(07:15)ﾌﾞﾘｽﾍﾞｰﾝ: BNE(23:00)→IE701→] ホニアラ

3 1/8 土  *移動[→(03:00) ホニアラ] 
-団内打ち合わせ 

ホニアラ

4 1/9 日  -ルンガおよびホニアラ発電所調査 
-新設変電所予定地および送電線ルート調査 

ホニアラ

5 1/10 月 *移動[Tokyo(21:35)→JL761] -JICA 事務所および日本国大使館表敬訪問 
-DME および SIEA 表敬訪問 
-基本設計概要書の説明・協議（SIEA にて） 

官：機中

 コンサル：

ホニアラ

6 1/11 火 *移動[→(07:15) BNE (11:00)→
IE701→(14:00) ホニアラ] 

-機材仕様書（案）の説明・協議（SIEA にて） 
-基本設計図の説明・協議 

ホニアラ

7 1/12 水 -ルンガおよびホニアラ発電所並びに新設変電所調査 
-SIEA にて M/D（案）の説明および協議 

ホニアラ

8 1/13 木 -M/D 調印 
-新設変電所および 33kV 送電線ルート調査 

ホニアラ

9 1/14 金 - JICA 事務所および日本国大使館へ報告 官：帰国

   *移動[ホニアラ(16:35)→IE702 
→BNE(18:35)] 

-無償資金協力のスキーム説明および資料の確認 コンサル：

ホニアラ 
10 1/15 土 *移動[BNE(09:30)→JL762→

NRT(17:20)] 
*移動[ホニアラ(18:20)→IE700→BNE(20:20)] 

ﾌﾞﾘｽﾍﾞｰﾝ

11 1/16 日  *移動[BNE(09:30)→JL762→NRT(17:20)] 帰国 

備考： 
JICA: Japan International Cooperation Agency 
DME: Department of Mines & Energy 
SIEA: Solomon Islands Electricity Authority 
NRT: Narita International Airport 
BNE: Brisbane 
M/D: Minutes of Discussions 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－３  関係者(面会者)リスト 
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３．相手国関係者リスト 

財務・経済改革・計画省 (The Ministry of Finance, Economic Reform and Planning) 
政府統計官 (Government Statistician) Mr. Nick Gagahe 

財務・経済改革・計画省 国家改革計画局 (Department of National Reform and Planning) 
主任計画官 (Chief Planning Officer, Director Macroeconomic Reform) Mr. Reuben Touutoru 
主任計画官 (Chief Planning Officer, Director Macroeconomic Reform) Mr. Moses Tepai 
援助アドバイザー (Aid Advisor) 小川 和美 

鉱山・エネルギー省 (Department of Mines and Energy: DME) 
大臣 (Minister) Mr. Stephen Paeni 
次官 (Permanent Secretary) Mr. Donn Tolia 
次官補 (Acting Permanent Secretary) Mr. Steve Likaveke 
エネルギー部長 (Director of Energy) Mr. John Korinihona 
地震観測官 (Seismology Observer) Mr. Alison Keikera Papabatu 
 

森林環境保全省 (Department of Forestry, Environment and Conservation) 
環境保全部長 (Director of Environment and Conservation)  Mr. Moses Biliki 

社会基盤開発省 (The Ministry of Infrastructure Development) 
建設部長 (Director, Urban Work Services)    Mr. Osborn Vangana 

ソロモン諸島電力公社 (Solomon Islands Electricity Authority: SIEA) 
評議会議長 (Chairman, Board of Directors) Mr. Danny Bula 
評議会副議長 (Deputy Chairman, Board of Directors) Mr. Tony Makabo 
総裁 (General Manager)  Mr. Michael Nation 
副総裁（Deputy General Manager, Engineering） Mr. Andrew Daka 
発電部長 (Manager, Generation)     Mr. Patrick Taloboe 
配電部長（Manager, Distribution） Mr. Martin Sam 
配電技師 (Distribution Engineer)     Mr. Dreadnaught Namohunu 
経理部長 (Manager, Finance)  Mr. Rex Inomae 
発電所技師 (Generation Engineer) Mr. Dudley Posala 
図面・地理情報管理係 (GIS/RS Officer)    Mr. Mahli Sanau 
顧客ｻｰﾋﾞｽ部長 (Electrical Service Engineer)  Mr. Vincent Fiuta（退職） 
土木技師（Civil Service Engineer） Mr. Alaric P. Rore（退職） 

在ソロモン諸島日本国大使館 (Embassy of Japan in Solomon Islands) 
臨時代理大使 (Charge d’ Affaires ad interim)  久保 克彦 
一等書記官 (First Secretary, Council) 藤原 浩昭 
二等書記官兼副領事 (Second Secretary, Council)  中村 勇（異動） 
専門調査員 (Researcher / Adviser)  織本 厚子 

国際協力機構ソロモン事務所 (Japan International Cooperation Agency (JICA) Solomon Office) 
主席駐在員 (Resident Representative)  藤田 廣己 
企画調査員 (Project Formulation Advisor)  浅野 洋子 
青年海外協力隊調整員(Coordinator of JOCV) 瀧下 良信 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－４  討議議事録（M/D） 





























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－５  事業事前計画表（基本設計時） 
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事業事前計画表（基本設計時） 
 

1. 案件名 

ソロモン国 ホニアラ電力開発計画 

2. 要請の背景（協力の必要性・位置付け） 

(1) ソロモン国（以下「ソ」国と称す）は、1998 年から 2000 年にかけて発生した民族紛争のた

め、経済的、社会的に大きな打撃を受けた。「ソ」国は紛争後の経済復興を目的とした国家

経済・改革・開発計画（2003～2006）を策定し、復興と安定化のための重点分野の一つとし

て「産業部門の再生とインフラの再建」を掲げ、電力は民間投資を呼び込み、経済復興を達

成するために必要不可欠なインフラと位置付けられている。 

(2) 「ソ」国の首都ホニアラ市には、発電設備が合計 11 台設置されているが、電力セクターの

財政難と供給予備力の不足のため定期的な維持管理が実施できず、発電設備の故障が多発し

ている。このため、運転可能な発電設備は 11 台中わずか 4 台となっている。送配電設備も

大部分が 20 年以上経過した設備であり、送配電容量不足や老朽化が著しい。それに加え、

民族紛争時には定期的な維持管理が困難であったため、電力供給設備の状態はさらに悪化

し、現在も突発的な故障・事故や設備容量不足に起因する計画停電のため、安定した電力供

給ができない状況にある。 

(3) 上記(2)の様な劣悪な電力供給事情を改善するため、「ソ」国では発送配電設備の新設計画で

ある「電力セクター開発計画（2004-2014 年）」や既設発送配電設備の改修計画である「ホニ

アラ電力供給改善計画」を策定し、AusAID 等のドナーの支援を得て計画の実施を進めている。

(4) 本計画は、「ソ」国政府が主要目標としている「ソ」国の経済復興と国民生活の改善を達成

するため、首都ホニアラ市に信頼度が高く安定した電力を供給し、計画目標年次までの電力

需要の増加に対応できる電力供給力を確保することを目的とし、上述の「電力セクター開発

計画」に規定されたルンガ発電所 11 号機の建設、33kV 配電用変電所の建設、33kV 送電ケー

ブルの敷設等を行うものである。 

3. プロジェクト全体計画概要 

(1) プロジェクト全体計画の目標（裨益対象の範囲及び規模） 

「ソ」国ホニアラ市において安定した電力供給が確保される。 

《裨益対象の範囲及び規模》 

ホニアラ市の住民約 49,000 人。 

(2) プロジェクト全体計画の成果 

1) ホニアラ市において発送配電設備の調達・据付が行われる。 

2) ホニアラ市の既設発送配電設備が修理される。 

(3) プロジェクト全体計画の主要活動 

1) 発電設備の調達、据付を行う。 

2) 既設発電設備の修理を行う。 

3) 送配電設備の調達、据付を行う。 

4) 既設送配電設備の更新・修理を行う。 



A-19 

5) 上記の発送配電設備を使用して電力供給を行う。 

(4) 投入（インプット） 

1) 日本側（＝本案件）：無償資金協力 14.71 億円 

2) 相手国側 

a) 施設建設用地 

b) 運転・維持管理要員 

c) 調達された設備の運転・維持管理費用 

d) 既設発電・送配電設備の修理費用 

(5) 実施体制 

1) 主管官庁： 鉱山エネルギー省（DME） 

2) 実施機関： ソロモン諸島電力公社（SIEA） 

4. 無償資金協力案件の内容 

(1) サイト 

「ソ」国ホニアラ市、ガダルカナル州空港周辺地区 

(2) 概要 

「ソ」国ホニアラ市における発電設備（4.2MW x 1 台）の調達・据付、発電所建屋の増設、お

よび変電所、開閉設備の新設ならびに 33kV 送電ケーブルの敷設 

(3) 相手国側負担事項 

変電所建設用地の確保 

(4) 概算事業費 

14.76 億円（無償資金協力 14.71 億円、ソロモン国側負担 0.05 億円） 

(5) 工期 

詳細設計・入札期間を含め約 31 ヶ月（予定） 

(6) 貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮 

発電所からの騒音・排気ガスレベルなど環境面に配慮した設計とした。 

5. 外部要因リスク 

治安が悪化しない。 

6. 過去の類似案件からの教訓の活用 

特になし 

７．プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案 

(1) プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標 

番号 項 目 単位 現状 計画後  

1. 緊急的供給予備力 MW 0 0.8  

2. 発電設備の点検に伴う停電回数 回/日 1 以上 0  

3. 需要家端における電圧降下 ％ 20 以上 10 以下  

4. 送配電設備事故による停電回数 回/月 2～4 0  
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(2) その他の成果指標 

特になし 

(3) 評価のタイミング 

2011 年以降（機材稼働開始 3 年経過後） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－６  参考資料／入手資料リスト 



 

６．収集資料リスト 

調査名：ソロモン国 ホニアラ電力開発計画 基本設計調査 

番号 資料の名称 
形態 

図書・ビデオ 
地図・写真等 

オリジナル・

コピー 
発行機関 発行年 

1 
National Economic Recovery, Reform and Development Plan 

2003-2006 
図書 コピー 

Ministry of National Reform and 

Planning (MNRP) 
2003年 

2 Medium Term Development Strategy 1999-2001 図書 コピー Ministry of Development Planning 1998年 

3 
Solomon Island Government Year 2004 Approved Development 

Estimates 
図書 コピー 

Ministry of Finance, National 

Reform and Planning (MFNRP) 
2003年 

4 
Sectoral Policies, Strategies & Programs, and Priority Projects for 

External Assistance 
図書 コピー Ministry of Mines and Energy 2003年 

5 Report on the 1999 population and housing census 図書 コピー Solomon Islands Government 2002年 

6 SIEA Development Plan 2004-2014 図書 コピー 
Solomon Islands Electricity 

Authority (SIEA) 
2004年 

7 Institutional & Human Resources Strengthening Project 図書 コピー SIEA 2003年 

8 SIEA Monthly Report July 2004 図書 コピー SIEA 2004年 

9 

Solomon Islands Electricity Authority (SIEA) Preparation and 

Implementation of a Financial Restructuring Plan : Terms of 

Reference 

図書 コピー The World Bank 2004年 

10 SIEA Recurrent Budget 2004 図書 コピー SIEA 2004年 
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資料－７ 電力需給バランス 
 



(単位: kW)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
平均増加率（%/年）

1.  ピーク負荷 10,550 10,330 9,200 8,800 9,280 9,900 10,300 10,700 11,100 11,500 12,000 12,500 13,000 13,500 14,000 14,600 15,200 15,800 4.0

2. 発電設備容量 28,600 17,200 17,200 17,200 17,200 21,500 23,800 21,000 19,500 22,000 22,000 20,500 20,500 20,500 18,800 18,800 18,800 17,100 19,600

2. 1 ホニアラ発電所 7,100

*1   No.1  (1997) 1,700 1,000 1,000 1,100 1,100 1,000 - 700 700 (廃止） ピーク負荷用

*1   No.2  (1997) 1,700 1,100 1,100 1,100 800 800 - 700 700 650 650 600 600 550 （廃止） ピーク負荷用

 *1   No.3  (1997) 1,700 1,000 1,000 1,100 1,100 1,000 - 700 700 650 650 600 600 550 550 500 500 （廃止） ピーク負荷用

*2    No.5  (1985) 1,000 500 500 500 500 500 （廃止）

*2    No.6  (1985) 1,000 500 500 500 500 500 （廃止）

      ( 総現有出力 ) 4,100 4,100 4,300 4,000 3,800 0 2,100 2,100 1,300 1,300 1,200 1,200 1,100 550 500 500 0 0
2.2  ルンガ発電所 21,500

  No. 4  (1971) 1,500 900 900 900 1,000 900 - 800 (廃止） ピーク負荷用

 No. 5  (1971) 1,500 900 900 1,000 800 900 900 800 800 700 700 (廃止） ピーク負荷用

*3     No. 6  (1998) 2,900 2,700 2,700 2,300 2,200 2,300 2,200 2,200 2,100 2,100 2,000 2,000 1,900 1,900 1,800 1,800 1,700 1,700 1,600 ミドル負荷用

*2     No. 7  (1987) 2,800 - - - - - (廃止）

No. 8  (1993) 4,300 - - - - 4,000 3,800 3,800 3,700 3,700 3,600 3,600 3,500 3,500 3,400 3,400 3,300 3,300 3,200 ミドル負荷用

(前回協力) No. 9  (1999) 4,200 4,200 4,200 4,100 4,000 4,000 3,900 3,900 3,800 3,800 3,700 3,700 3,600 3,600 3,500 3,400 3,400 3,300 3,300 ベース負荷用

*4   No. 10  (2005) 4,300 - - - - - 4,000 4,000 3,900 3,900 3,800 3,800 3,700 3,700 3,600 3,600 3,500 3,500 ベース負荷用

 (本計画) No. 11  (2007) 4,200 4,100 4,100 4,000 4,000 3,900 3,900 3,800 3,800 3,700 ベース負荷用

      ( 総現有出力 ) 8,700 8,700 8,300 8,000 12,100 10,800 15,500 14,400 18,400 18,000 17,200 16,800 16,700 16,300 16,100 15,800 15,600 15,300
2.3  総現有出力 12,800 12,800 12,600 12,000 15,900 10,800 17,600 16,500 19,700 19,300 18,400 18,000 17,800 16,850 16,600 16,300 15,600 15,300
3.  需給バランス  ( 2.3 - 1.) 2,250 2,470 3,400 3,200 6,620 900 7,300 5,800 8,600 7,800 6,400 5,500 4,800 3,350 2,600 1,700 400 -500 
4. 最大容量発電設備の現有出力 4,200 4,200 4,100 4,000 4,000 3,900 4,000 4,000 4,200 4,100 4,100 4,000 4,000 3,900 3,900 3,800 3,800 3,700
5. 保証出力 ( 2.3 - 4.) 8,600 8,600 8,500 8,000 11,900 6,900 13,600 12,500 15,500 15,200 14,300 14,000 13,800 12,950 12,700 12,500 11,800 11,600
6. 緊急的供給予備力  ( 5. - 1.) -1,950 -1,730 -700 -800 2,620 -3,000 3,300 1,800 4,400 3,700 2,300 1,500 800 -550 -1,300 -2,100 -3,400 -4,200 
7. 二番目に大きな発電設備の出力 2,700 2,700 2,300 2,200 4,000 3,800 3,900 3,800 3,900 3,900 3,800 3,800 3,700 3,700 3,600 3,600 3,500 3,500
8. 安定供給予備力  ( 6.-7.) -4,650 -4,430 -3,000 -3,000 -1,380 -6,800 -600 -2,000 500 -200 -1,500 -2,300 -2,900 -4,250 -4,900 -5,700 -6,900 -7,700 

↑ ↑ ↑
備考  1) *1: 2005年1月時点で修理中であり、2005年中に運転再開予定。 発電設備運転開始（予定） 発電設備容量 送配電設備容量

　　2) *2: 2004年9月末に廃止。 計画上の目標年次 計画上の目標年次
　　3) *3: エンジンの製造時期は1987年。
　　4) *4:  2005年3月に据付が完了し、運転開始予定。
　　5) 上記の発電機出力は各年度末の発電可能出力を示す。

ホニアラ電力系統電力需給バランス

定格出力項　　目 備　考
実　績 予　測
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資料－８  窒素酸化物着地濃度再検討書 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－９  IEIA に対する森林環境保全省承認文書 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－10  環境管理計画提出文書 
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